
開発指導要綱及び開発許可申請　フロー図

実働
日数 開発指導要綱

事前調査、相談
※別表１　協議申出書提出課一覧
に基づいて協議先を確認する。

（開発許可必要） （開発許可不要）

事前協議申出書
の提出

※建築住宅課にて受付印を押印
し、各課へ提出する。

２９条事前協議書
の提出

開発不要証明申請書

の提出

14日

協議成立事項書、
協定書の受領

※提出～締結まで約１．５か月

回答記入及び押印
※事業者にて回答、押印の上で各
課へ提出する。

7日

協定書締結
※提出書類及び各課との協議不
備がなければ協定締結となる。

２９条事前協議書
の返却

開発不要証明
の返却

※開発行為該当時は締結を持っ
て32条同意となる。 （建築確認申請）

各種申請書の作成
（必要に応じて　＊１）

２９条申請

7日

各種申請書の受取 ２９条許可 ３７条該当

(＊２)

３６条完了届 承認

21日
1ヶ月

検査
帰属書類の提出

（建築確認申請）

21日 検査済証 ３６条完了届

７日 完了公告
検査

帰属書類の提出

７日 (建築確認申請) 検査済証

第53条第1項

都市計画施設内
の建築許可

14日 完了公告

開発許可申請（都市計画法）

都市計画法　開発許可関係標準処理期間(＊２)

第２９条

10,000ｍ2未満
10,000ｍ2以上

第35条の２

変更許可

第３７条第1号

建築承認

第45条

地位承継の承認
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開発指導要綱及び開発許可申請　フロー図

実働
日数 建築確認申請・開発指導要綱

確認申請書の提出

7日

確認申請書の受取

開発指導要綱
工事完了届

の提出

7日

開発指導要綱検査

寄附書類の提出

7日

検査済証の受取

注  意

３．主な各種申請書（＊１）には、建築基準法道路位置指定申請、建築基準法第43条許可申
請、都市計画法第53条許可申請、風致地区内行為許可申請、大阪府福祉のまちづくり条例
事前協議申請、大阪府景観条例届出、大阪府自然環境保全条例等があります。

４．開発事業が大規模小売店舗立地法の適用を受ける場合は、協定書締結までに、同法指
針中の「駐車需要の充足等交通に係る事項」について、大阪府警察本部等の許可等を得て
おいてください。

５．建築確認申請前の各種申請書の日数（＊２）は、一つの申請に必要な処理日数です。

※正・副・市控の計3部を提出する。
※構造計算適合性判定の場合、必要部数は民間検査
機関に確認のこと。

※消防同意が必要な場合は処理日数は１０日とする。

１．この表は、一般的なフロー図のため、個別物件については、別途ご調査ください。

２．上記日数は標準的な場合の処理日数であり、物件により変動する場合があります。
なお、閉庁日は含んでおりません。
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